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（株）医療経営研究所 作成 

■■  医医療療編編「「22002211年年度度改改定定のの方方向向性性ととココロロナナ関関連連のの制制度度動動向向」」  
 

▼2022年度診療報酬改定の大局的な方向性とは？  

⇒2022年度診療報酬改定における基本方針の策定に向けては、2020年度改定の基本方

針をベースに検討が進められ、「改定の基本的視点と具体的な方向性」が示されまし

た。この現行案では 2つの注目ポイントが挙げられます。 

1つ目のポイントは、基本方針に「 （1） 対策」の追加が検討されている点です。

「 （1） 対策」は、2024～2029 年度の （2） 医療計画より現行の「5 疾病 5

事業」に追加され、「5疾病 6事業」に再構築されることが改正 （3） において決

定されています。それを見据えて、医療提供体制の構築を進めるために診療報酬上

の評価に紐づけて体制整備を図る公算となっています。新型コロナ対応に係る診療

報酬上の評価は、現在の特例的な点数がベースとなり、円滑な提供体制を促す点数

配分になると予想されます。 

もう 1つのポイントは、新型コロナ対応以外は、前回改定を （4） する方向性と

なっている点です。2040年を展望した「 （5） 社会保障」の実現には、医師等の

労働環境の改善に係る「 （6） 改革」と業務効率化に資する「ICTの利活用」、医

療機能や患者の状態に応じた機能分化を推進する「地域医療構想」、外来や在宅の機

能強化に係る「かかりつけ医機能」、薬局では薬局ビジョンに基づく「対人業務への

転換」などの推進が不可欠であり、これらのキーワードが引き続き改定のトレンド

になっていくと予想されます。 
 

▼新型コロナ対応に係る制度動向、新たな補助金の申請は？  

⇒新型コロナはパンデミック当初、未知なる感染症でしたが、この１年半余りで研究・

開発が進み、ワクチンの接種率向上や治療効果が奏功し、我が国では致死率 2％未満

に抑え込むまでに至っています。現行では治療もワクチン接種も全額 （7） とな

っていますが、今後の経口治療薬の導入や医療提供体制の整備の状況次第では、感

染症法上の （8） の位置づけが見直しとなる可能性もあります。現在の特例的な

点数をベースとした2022年度改定における診療報酬上の評価に関する議論はもちろ

んのこと、治療法や患者負担、制度上の位置づけなど、関連動向にも注視していく

ことが大切です。 

医療機関等における感染拡大防止等の支援として、対策に要するかかり増し費用を

対象とした「2021 度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」を創

設し、施設区分に応じた金額が設定されました。今回の補助金申請においては、医

療機関等の事務の簡素化の観点から領収書等の （9） を省略し、 （10） 申請

を原則としています。経費の対象期間は 10月 1日から 12月 31日まで、申請受付期

間は 11 月 1 日（予定）から翌年 1 月 31 日とし、精算交付であるため事業に要する

費用が確定（物品であれば納品が完了）してからインターネットを利用した申請を

求めています。領収書等の証拠書類は提出が省略されたものの、交付決定から 5 年

間保管しておく必要があります。 

（1）新興感染症（2）第8次（3）医療法（4）踏襲（5）全世代型
（6）働き方（7）公費負担（8）2類相当（9）添付（10）電子
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「2022年度改定の方向性とコロナ関連の制度動向」 
今月号では、厚労省の関連資料をもとに、「Ⅰ．2022年度診療報酬改定のスケジュールと方向

性」を整理し、「Ⅱ．コロナ関連の診療報酬・医療計画・補助金の整理」を確認していきます。 

コロナ禍の医療提供体制の不具合を解消する第 8次医療計画の動向は、機能分化を推進する地

域医療構想に拍車をかけ、2022年度改定にも波及するため、関連性の理解が欠かせません。 

☛ 確認keyword

「2022年度改定のスケジュール」 「新型コロナ対応の評価を加えた前回踏襲の改定」
「2024年度第8次医療計画より新興感染症対策が追加」 「新たなコロナ補助金の創設」

 
 

 

 
 

 

 

［Ⅰ］2022 年度診療報酬改定のスケジュールと方向性 

■■  22002222 年年度度改改定定のの大大枠枠ののススケケジジュューールル  

2022年度診療報酬改定に向けた審議は例年通りに行われ、前回改定のスケジュールに

則って進められています（下図）。今後の動向としては、改定の「基本方針」と「改定

率」は12月中旬に決定され、来年1月以降に厚労大臣が「点数改定案」を作成するよう中

医協へ諮問します。1月下旬に具体的な「個別改定項目」を固め、2月上旬に中医協が厚

労大臣に「点数改定案」を答申して新設や見直しの点数が公表され、3月上旬にすべての

点数と算定要件が告示となり、4月施行前後に疑義解釈が公表される予定となっています。 

出所：厚労省 社会保障審議会医療保険部会（2021.09.22）「資料1 令和４年度診療報酬改定の基本方針の検討について」より一部引用  

2021. 11 月号 ヘルスケア最新情報 TOPICS  「医療編」   

＜＜  株株式式会会社社ババイイタタルルケケーーエエススケケーー・・ホホーールルデディィンンググスス  情情報報レレタターー  ＞＞  
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■■  22002222 年年度度改改定定のの大大局局的的なな方方向向性性  

2022 年度診療報酬改定に向けた中間とりまとめとして課題と論点が 9 月に整理され、

10 月以降はそれらをもとに、中医協では「個別改定項目」、社会保障審議会においては

改定の「基本方針」の策定に向けた議論が進められています。基本方針の策定に向けて

は、2020年度改定の基本方針をベースに検討が進められ、現行案として「基本的視点」

が示されました（下図）。4つの基本的視点のうち「新型コロナ対応」と「働き方改革」

が 2022年度改定の本丸といえる重点課題に位置づけられ、残り 2つも点数の見直しにイ

ンパクトをもたらすでしょう。この現行案では次の 2つの注目ポイントが挙げられます。 

1つ目のポイントは、基本方針に「新興感染症対策」の追加が検討されている点です。

「新興感染症対策」は、2024～2029 年度の第 8 次医療計画より現行の「5 疾病 5 事業」

に追加され、「5疾病 6事業」に再構築されることが改正医療法において決定されていま

す。それを見据えて、医療提供体制の構築を進めるために診療報酬上の評価に紐づけて

体制整備を図る公算となっています。新型コロナ対応に係る診療報酬上の評価は、現在

の特例的な点数がベースとなり、円滑な提供体制を促す点数配分になると予想されます。 

もう 1 つのポイントは、新型コロナ対応以外は、前回改定を踏襲する方向性となって

いる点です。2040年を展望した「全世代型社会保障」の実現には、医師等の労働環境の

改善に係る「働き方改革」と業務効率化に資する「ICTの利活用」、医療機能や患者の状

態に応じた機能分化を推進する「地域医療構想」、外来や在宅の機能強化に係る「かかり

つけ医機能」、薬局では薬局ビジョンに基づく「対人業務への転換」などの推進が不可欠

であり、これらのキーワードが引き続き改定のトレンドになっていくと予想されます。 

視点２安心・安全で質の高い医療の実現のための
医師等の働き方改革等の推進

視点４効率化・適正化を通じた制度の安定性・持
続可能性の向上

視点１新型コロナウイルス感染症等にも対応でき
る効率的･効果的で質の高い医療提供体制の構築

視点３患者・国民にとって身近であって、安心・
安全で質の高い医療の実現

【考えられる具体的方向性の例】

○ 継続的な対応が見込まれる新型コロナウイルス感染症の対応
○ 新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取組
○ 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の機能分化を推進
○ 外来機能報告の導入、外来医療の機能分化・連携を推進
○ かかりつけ医/歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
○ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
○ 地域包括ケアシステムの推進のための取組

【考えられる具体的方向性の例】

○ 勤務環境の改善に向けた取組の評価、労務管理や労働環境
の改善のためのマネジメントシステムの実践に資する取組、
タスク・シェアリング／タスク・シフティング、チーム医
療の推進、届出・報告の簡素化、人員配置の合理化を推進

○ 地域医療の確保を図る救急医療体制等の確保
○ 業務の効率化に資するICTの利活用の推進、ICTを活用した

医療連携の取組を推進

【考えられる具体的方向性の例】

○ 革新的医薬品を含めた医薬品の安定供給の確保等
○ 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応
・ オンライン診療、オンライン服薬指導の適切な評価
○ 質の高いリハビリにおけるアウトカムに着目した評価を推進
○ 重点的な対応が求められる分野についての適切な評価
・ 安心有効で安全な不妊治療を受けられる適切な医療の評価
・ 質の高いがん医療の評価
・ 認知症の者に対する適切な医療の評価
・ 地域移行/地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価
・ 難病患者に対する適切な医療の評価
・ 小児医療、周産期医療、救急医療の充実
○ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活

の質に配慮した歯科医療の推進
○ 薬局の地域におけるかかりつけ機能の評価、薬局薬剤師業務

の対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価

【考えられる具体的方向性の例】

○ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進
・ 安定供給の確保に留意、新目標を実現するための取組を推進
・ バイオ後続品の使用促進の方策等について検討
○ 費用対効果評価制度の活用
○ 市場実勢価格を踏まえた適正な評価等
○ 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価（再掲）
○ 外来医療の機能分化等（再掲）
○ 重症化予防の取組の推進
・ 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な重症化予防

の取組を推進
○ 医薬品の適正使用の推進
・ 重複投薬、ポリファーマシー、残薬や、適正使用のための長

期処方の在り方への対応等、医師及び薬剤師の適切な連携に
よる医薬品の効率的かつ安全で有効な使用を推進

・ 医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方を推進

2022年度改定の基本方針の策定に向けた基本的視点（現行案の要点整理）

出所：厚労省 社会保障審議会医療保険部会（2021.10.22）「資料1 次期診療報酬改定に向けた基本認識、視点、方向性等について」より一部引用・編集可能

【重点課題】【重点課題】
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［Ⅱ］コロナ関連の診療報酬・医療計画・補助金の整理 
 

■■  新新型型ココロロナナ対対応応にに係係るる現現在在のの診診療療報報酬酬上上のの評評価価  

新型コロナはパンデミック当初、未知なる感染症でしたが、この１年半余りで研究・

開発が進み、ワクチンの接種率向上や治療効果が奏功し、我が国では致死率 2％未満に

抑え込むまでに至っています。現行では治療もワクチン接種も全額公費負担となってい

ますが、今後の経口治療薬の導入や医療提供体制の整備の状況次第では、感染症法上の

2 類相当の位置づけが見直しとなる可能性もあります。現在の特例的な点数（下図）を

ベースとした 2022 年度改定における診療報酬上の評価に関する議論はもちろんのこと、

治療法や患者負担、制度上の位置づけなど、関連動向にも注視していくことが大切です。 

出所：厚労省事務連絡（2021.09.28）「感染防止対策の継続支援の周知について」より一部引用

（一部代表的なもの）※入院は多岐にわたるため割愛

 

■■  第第 88 次次医医療療計計画画にによよるる医医療療提提供供体体制制のの再再構構築築  

今般のコロナ禍における病床管理は、「5疾病 5事業」の医療提供体制では柔軟な対応

ができず、特に病床と人員の確保に関する課題が露呈され、医療経営への影響は計り知

れないものとなりました。地域医療の病床確保が喫緊の課題となる中、2024年度スター

トの第 8次医療計画では「新興感染症対策」が追加され、「5疾病 6事業」に再構築（下

図）となり、医療機関を取り巻く経営環境は大きな転換期を迎えようとしています。 

出所：財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（2021.05.21）「財政健全化に向けた建議 参考資料（2）」より一部引用・編集加工

◎具体的な記載項目（イメージ） ◎今後の医療提供体制整備のスケジュール

 



                                          

－ 4  － 

                      

「新興感染症対策」が追加される理由は、コロナ禍の状況を踏まえ、新興感染症等の

感染拡大時において、広く一般の医療提供体制に大きな影響を及ぼしたからです。特に

一般病床の活用等、機動的に対策を講じられるよう、基本的な事項についてあらかじめ

地域の行政・医療関係者の間で議論・準備を行うことが不可欠となってきました。第 8

次医療計画では、施策の実施に必要な事項として、とりわけ新興感染症の重症患者対策

において、ECMO 等育成医療機関を中心とした ECMO 等の最重症患者診療専門家やパンデ

ミック医療コーディネーター、緊急診療支援チームの育成が必要だと提言されています。

この他にも、現行の対応策でも重視されている院内クラスターが発生した際の連携体制

や、PCR検査等の体制整備などが計画に盛り込まれる予定となっています。 

感染拡大は、我が国の医療提供体制に多大な影響をもたらし、一般医療とコロナ医療

との両立の必要性、局所的な病床・人材不足の発生、感染症対応も含めた医療機関間の

役割分担・連携体制の構築、マスク等の感染防護具や人工呼吸器等の医療用物資の確保・

備蓄など、地域医療にまつわる様々な課題が浮き彫りとなりました。新興感染症は新型

コロナのみならず、「HIV 感染症」「エボラウイルス病」「鳥インフルエンザ」「新型イン

フルエンザ」「SARS」なども含み、今後も起こり得る未曽有の感染症が想定されています。 

こうした課題を踏まえた第 8 次医療計画の注目すべきポイントは、受入体制において

平時・初期・感染拡大時の機動的な病床の使い方が明示され、病床や人材の確保におけ

る課題を解決する一般/療養病床の「感染症受入病床への転用（稼働病床の一時休床）」

と「マンパワーの活用」が具体的に盛り込まれる点です（下図）。くしくも第 8次医療計

画の動向はコロナ禍が大きな転機となり、一般/療養病床では、地域医療構想の実現に向

けた病床の機能分化・再編の渦中に、「病床の削減」や「回復期リハビリへの病床転換」

以外の選択肢が新たに浮上した点は非常にインパクトがあります。各医療機関では、公

的病院においてコロナ病床の確保により病床機能の再編が先んじて進められている状況

を踏まえ、第 8 次医療計画の方向性を加味した経営戦略の再構築や、地域医療の環境変

化を予見してポジショニングを再考していく必要性が高まってきたといえるでしょう。 

出所：厚労省 医療計画の見直し等に関する検討会（2020.12.14）「参考資料2 医療計画等について」より一部引用   
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■■  新新たたななココロロナナ感感染染拡拡大大防防止止にに係係るる補補助助金金のの創創設設  

厚労省は、9月末までの診療報酬の特例的な評価が打ち切りとなったことを踏まえ、10

月以降の医療機関等における感染拡大防止等の支援として（新型コロナ患者・疑い患者

の受入れ対応は要件とせず）、対策に要するかかり増し費用を対象とした「2021度新型

コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」を創設し、施設区分に応じた金額

を設定しました（下図）。今回の補助金申請においては、医療機関等の事務の簡素化の

観点から領収書等の添付を省略し、電子申請を原則としています。経費の対象期間は10

月1日から12月31日まで、申請受付期間は11月1日（予定）から翌年1月31日とし、精算交

付であるため事業に要する費用が確定（物品であれば納品が完了）してからインターネ

ットを利用した申請を求めています。領収書等の証拠書類は提出が省略されたものの、

交付決定から5年間保管しておく必要があります。 

出所：厚労省事務連絡（2021.09.28）「感染防止対策の継続支援の周知について」より一部引用、一部編集

【補助の対象経費】

賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、
需用費（消耗品費、印刷製本費、材
料費、光熱水費、燃料費、修繕料、
医薬材料費）、役務費（通信運搬費、
手数料、保険料）、委託料、使用料
及び賃借料、備品購入費

※申請受付期間
令和３年11月１日（予定）から令
和４年1月31日

領収書等の証拠書類の提出は省略、
必ず医療機関等において交付決定
から５年間は保管

 
 

 

▼▼  今今月月号号のの考考察察  
今回は 2022 年度診療報酬改定の大枠のスケジュールと大局的な方向性を整理し、コロナ関連

の診療報酬・医療計画・補助金の制度動向を確認しました。 

2022 年度改定は、新型コロナ対応の評価を加えた前回踏襲の改定になると見込まれるため、

医療機関・薬局の改定対策としてはアウトカム要件の実績数に意識していくことが肝要です。ま

た、第 8次医療計画により感染症対応が新たな医療機能の 1つに追加されることで、病床再編が

加速していく可能性が高い点に留意しながら、地域医療のポジショニングを再考していく必要が

あるでしょう。以上、医療経営や環境変化に関わる最新動向としてお役立て頂ければ幸いです。 
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